
（注）「輸入差止件数」とは、税関が差し止めた知的財産侵害物品が含まれていた輸入申告又は郵便物の数です。 
    「輸入差止点数」とは、税関が差し止めた知的財産侵害物品の数です。 
   例えば、１件の輸入申告又は郵便物に、20点の知的財産侵害物品が含まれていた場合は、「１件２０点」として計上しています。 
 

平成２９年３月 
財務省・税関 

 ● 輸入差止件数が１０年連続で２万件超え 
 ● 中国来の輸入差止件数が７年連続で９割超 

 

平成２８年の税関における知的財産侵害物品の輸入差止状況 

税関の詳細版はこちら 

http://www.mof.go.jp/customs_tariff/trade/safe_society/chiteki/index.html
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